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子ども・子育て支援新制度における利用者負担の 

適正なあり方について（答申案）【B案】 

 

 

 

１ 答申内容 

（１）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担の

適正なあり方について 

 

平成２７年４月から実施されている、子ども・子育て支援新制度（以下「新

制度」）において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する

子どもの保護者の利用者負担額については、子どもの年齢や利用する施設等

に応じた支給認定区分ごとに、市が定めている。 

そのような中、新制度により導入された、幼稚園や認定こども園を利用す

る１号認定に係る、市が定める利用者負担額（以下「市利用者負担額」）は、

国基準と同額となっている。 

一方、認定こども園や保育所等を利用する２号認定・３号認定に係る市利

用者負担額については、従前の制度における認可保育所利用に係る保育料基

準表を新制度に合わせた形で設定されている。このことから、市利用者負担

額の総額は、国基準月額基準表を適用し利用者負担額を算出した場合の半額

程度となっており、国基準利用者負担額と市利用者負担額の差額分について

は、市が一般財源で補填している現状がある。 

また、市が過去５年間に待機児童解消を進めてきた中においても、保育所

等の設備に係る一時的な経費として約３０５，６０９千円、経常経費として

毎年約１１６，５２２千円を市の一般財源から支出してきた実績がある。 

現在の厳しい財政状況下において、今後、東久留米市子ども・子育て支援

事業計画（以下「事業計画」）に沿って、待機児童解消策や保育サービスの

拡充をはじめとした需要の高い子育て支援を充実させていくには、利用者に

相応な負担をいただくという観点から、現行の市利用者負担額を引き上げる
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ことも必要と思料する。 

具体的な利用者負担額の検討にあたっては、現行の市利用者負担額月額基

準表を基に、次の視点により順に調整していく。 

ア．現行の１号認定と２号認定の市利用者負担額の設定上、同じ市民税所

得割額の水準でありながらも、利用時間が８時間までとされる保育短時

間のサービスを受ける２号認定の利用者負担額より、４時間の幼児教育

を受ける１号認定の利用者負担額の方が高くなる、いわゆる「ねじれ現

象」が生じている階層が存在している。１号認定と２号認定の利用者負

担額の公平性を確保する観点から、この「ねじれ現象」を是正するため、

対象階層のうち、２号認定（保育短時間）のＤ１階層に月額１，４００

円、Ｄ３階層に月額１，８００円を増額する。また、保育短時間の利用

者負担額は、保育標準時間の９８．３％で設定されていることから、２

号認定（保育標準時間）についても、当該月額増額分である１，４００

円、１，８００円をそれぞれ０．９８３で除し端数処理をした額として、

Ｄ１階層に月額１，４００円、Ｄ３階層に月額１，８００円を増額する。

なお、Ｄ１１階層～Ｄ１４階層においては、後述のウにより、「ねじれ

現象」の是正を含めた調整をすることとする。 

イ．アの調整により、同じ階層において、２号認定の利用者負担額よりも

３号認定の利用者負担額が低くなるという現象を解消するため、保育短

時間、保育標準時間共に３号認定のＤ１階層とＤ３階層にそれぞれ月額

１，４００円、月額１，８００円を増額する。 

ウ．２号認定（保育標準時間）及び３号認定（保育標準時間）の各階層の

収入における利用者負担額の割合、いわゆる応能負担割合は、Ｄ１０階

層以降で低くなるという傾向がある。このことについては、これまでも

課題とされてきたところでもあり、各階層間の応能負担割合の公平性を

期すとともに利用者負担額の適正化を図っていく必要がある。このため、

Ｄ１０階層～Ｄ１６階層の応能負担割合を、Ｄ３階層～Ｄ９階層の応能

負担割合の平均値に合わせる対応を行い、２号認定（保育標準時間）に

ついては、Ｄ１０階層～Ｄ１６階層において月額３，１００円～２０，

８００円の増額、３号認定（保育標準時間）については、Ｄ１０階層は

月額８００円の減額とし、Ｄ１１階層～Ｄ１６階層において月額１，７

００円～４，５００円の増額とする。 

エ．とりわけ高所得者階層への影響や今年度４月１日時点の待機児童数を

基にした今後の待機児童解消策に要する費用等に鑑み、ウの調整により

算出された、各階層の月額増額分について、０．７５を乗じ端数処理を

した額を当該各階層の月額増額分とする調整を行い、２号認定（保育標
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準時間）については、Ｄ１０階層～Ｄ１６階層において月額２，３００

円～１５，６００円の増額、３号認定（保育標準時間）については、Ｄ

１０階層は月額６００円の減額とし、Ｄ１１階層～Ｄ１６階層において

月額１，２００円～３，３００円の増額とする。 

オ．２号認定、３号認定共に保育短時間の利用者負担額は、保育標準時間

の９８．３％とされていることから、エの調整による保育標準時間のＤ

１０階層以降の各階層の利用者負担額にそれぞれ０．９８３を乗じ端数

処理をした額を保育短時間の当該利用者負担額とする。 

カ．付加徴収金額については、対象者の範囲が明確ではなく、現在徴収し

ている保護者もいないこと、また、国の基準表からも削除されたことか

ら、市利用者負担額月額基準表から削除する。 

  

なお、これらの具体的な利用者負担額の検討結果としての市利用者負担額

月額基準表については、別表のとおりとする。 

 

（２）認可外保育施設の利用に係る保護者助成について 

 

認可外保育施設を利用する際の利用料と特定教育・保育施設又は特定地域

型保育事業の利用に係る利用者負担額の格差解消の観点から、認可外保育施

設を利用する保護者への助成を行うこととする。 

助成額については、第１子に月額５，０００円、第２子以降に月額７，０

００円を基本とする。助成にあたっては、認可外保育施設を利用する際の利

用料について、適切に把握をするとともに、助成後の実質的な利用料が、特

定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額を下回

らないよう配慮する。 

なお、助成に要する費用については、特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用に係る利用者負担の適正なあり方の検討結果による、利用者

負担額改定分等を財源とする。 

 

（３）子ども・子育て支援新制度における、学童保育所の利用に係る利用者負 

担の適正なあり方について 

 

学童保育所については、これまでも市が多くの一般財源を投入する中で管

理運営を行ってきた現状がある。そのような中、新制度においては、市が定

める設備及び運営基準による利用対象児童の拡大や事業計画における提供

体制の確保へ向け、その管理運営費用は増加傾向となる見込みである。今後
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も需要の高い子育て支援を充実させていくには、利用者に相応な負担をいた

だくという観点から、現行の学童保育所の利用者負担額を引き上げることも

必要と思料する。 

具体的な利用者負担額の検討にあたっては、国が示す国庫補助における学

童保育所運営費の負担の考え方等を基に、次の視点により順に調整していく。 

ア．新制度において、国庫補助対象の学童保育所管理運営費の２分の１が

保護者負担、６分の１ずつを国、都、市が負担するという、国庫補助に

おける学童保育所運営費の負担の考え方が示されている。この考え方に

市の平成２７年度一般会計当初予算における学童保育所管理運営費及

び入所定員数を適用すると、利用者負担額の総額は約８３，４８３千円

となり、一人あたり月額利用者負担額として理論値で約６，６００円が

算出される。このことから、学童保育所の利用者負担額については、月

額基本額６，６００円とする。 

イ．特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担

における多子世帯への軽減に鑑み、同一世帯で学童保育所利用児童が２

人以上の場合の利用者負担額は、第２子については、アの調整により算

出された月額基本額の半額である月額３，３００円、第３子以降を無料

とする。 

ウ．現行、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯については、申請によ

り学童保育所の利用者負担が免除されているが、特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担における２号認定及び

３号認定Ｃ階層の設定による低所得世帯への配慮に鑑み、新たに市民税

均等割のみ課税世帯について、申請により利用者負担額を月額２，２０

０円とする。なお、当該世帯に係る多子軽減として、同一世帯で学童保

育所利用児童が２人以上の場合、第２子については、減額後の利用者負

担額の半額である月額１，１００円、第３子以降を無料とする。 

 

２ 経過 

 当会議では、諮問事項について、次の項目ごとに掲げる視点等を斟酌し検討

を行った。 

（１）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担の

適正なあり方について 

  ア．市が定める認定区分ごとの利用者負担額と国基準利用者負担額の関係 

  イ．市が定める１号認定と２号認定の利用者負担額の公平性 

ウ．特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の提供体制の確保に伴い 

市が支出する一時的な設備費補助及び経常的な運営費負担金 
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エ．市が定める各所得階層における利用者負担額の応能負担割合 

（２）認可外保育施設の利用に係る保護者助成について 

  ア．認可外保育施設を利用する際の利用者負担と特定教育・保育施設又は

特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担の格差解消 

（３）子ども・子育て支援新制度における、学童保育所の利用に係る利用者負

担の適正なあり方について 

ア．市が定める利用者負担額と国庫補助における学童保育所運営費の負担の

考え方との関係 

イ．学童保育所の提供体制の確保に伴い、市が支出する一時的な設備費補助

及び経常的な運営費負担金 

 

検討にあたっては、平成２７年２月２６日開催の平成２６年度第１１回会議

から平成２７年度第４回会議まで、６回に及ぶ慎重な審議を行ったものである。 

成案の取りまとめの結果、利用者負担等が変更される際には、保護者をはじ

めとした市民や事業者への丁寧な説明と十分な周知に努められたい。また、今

後も市の子育て支援への取り組みが一層促進されるとともに、市民のニーズを

踏まえた提供体制の実現を切に望む次第である。 


